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株主各位

2026年５月29日

株主の皆様へ

東 京 都 港 区 虎 ノ 門 四 丁 目 １ 番 2 8 号

日 本 通 信 株 式 会 社
代表取締役社長兼CEO 福 田 尚 久

１．日 時 2026年６月26日（金曜日）午前10時（受付開始：午前９時）
２．場 所 東京都港区麻布台二丁目１番２号

東京アメリカンクラブ　地下２階
ルーム名：Manhattan（マンハッタン）
※会場までのご案内図は本書裏表紙に掲載しています。

３．目的事項
報告事項 １. 第30期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）事業報

告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算
書類監査結果報告の件

２. 第30期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）計算書類
報告の件

決議事項
第１号議案
第２号議案

　取締役２名選任の件
　監査役１名選任の件

証券コード　9424

第30回定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
　当社第30回定時株主総会（以下、「本総会」といいます）を下記の
とおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。
　当日ご出席いただけない場合は、書面（当社指定の議決権行使書を
指します）またはインターネット等により、行使期限（2026年6月25
日（木曜日）午後6時）までに議決権を行使していただきますよう、
お願い申し上げます。
　当日ご出席をいただく際のご注意、及び、書面またはインターネッ
ト等による議決権行使の方法については、本書３～４頁をご参照くだ
さい。

敬具
記

以上
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【当社ウェブサイト】
https://www.j-com.co.jp（TOPページ）
（「株主・投資家情報」から「株主総会」を選択してください。）

【株主総会資料　掲載ウェブサイト】
https://d.sokai.jp/9424/teiji/

【東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show
（「銘柄名（会社名）」に「日本通信」、または「コード」に

「9424」を入力して検索し、「基本情報」から「縦覧書類/PR情
報」を選択して「縦覧書類」の「株主総会招集通知/株主総会資
料」を閲覧してください。）

＜電子提供措置についてのご案内＞

　本総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報
（以下、「電子提供措置事項」といいます）について電子提供措置を
とっており、当社ウェブサイトのほか、以下の各ウェブサイトに掲載
しております。

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記の各ウェブサイトにおいて、そ
の旨並びに修正前及び修正後の事項を掲載いたします。

◎会社法の改正により、2023年３月以降に開催される株主総会から、上記の各ウ
ェブサイトで電子提供措置事項をご確認いただくことが原則となり、基準日ま
でに書面交付請求をいただいた株主様に限り、書面をお送りすることとなりま
したが、本総会においては、書面交付請求の有無にかかわらず、電子提供措置
事項を記載した書面をお送りいたします。

◎ただし、電子提供措置事項のうち以下の事項は、法令及び当社定款の規定に基
づき、書面交付請求をいただいた株主様を含め、株主様にお送りする書面に記
載しておりません。なお、監査役及び会計監査人は、以下の事項を含む監査対
象書類を監査しております。
① 事業報告

「業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況」
② 連結計算書類

「連結株主資本等変動計算書」
「連結注記表」

③ 計算書類
「株主資本等変動計算書」
「個別注記表」
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＜当日ご出席をいただく際のご注意＞

　本総会では、出席される方の事前登録または人数制限は行いませ
ん。また、会場内でのマスク着用は、株主様の任意とします。株主の
皆様には、ご自身のご判断で、ご出席をお願いいたします。

◎当日ご出席の際は、議決権行使書を会場受付にご提出ください（この場合、議
決権行使書に議案に対する賛否をご表示いただく必要はございません）。

◎議決権行使書をご返送済みの場合は、会場受付で住所及び氏名をお申出くださ
い（ご本人確認のためのお時間を要しますので、ご了承ください）。

◎代理人の方が出席して議決権を行使される場合、当社定款の定めにより、代理
人の方は１名とし、当社の議決権を有する株主である必要があります。当日、
代理権を証明する書面を会場受付にご提出いただきますので、ご了承くださ
い。

◎ご同伴の方は、当社の議決権を有する株主である場合を除き、ご入場いただく
ことができません。なお、株主様の介助等のためにご同伴者等が必要な場合
は、会場受付でお申出ください。

＜議決権行使についてのご案内＞

　書面とインターネット等の両方で議決権を行使された場合は、イン
ターネット等による議決権行使を有効なものとして取扱います。

１．書面による議決権行使
・議決権行使書に議案に対する賛否をご表示のうえ、行使期限

（2026年6月25日（木曜日）午後6時）までに到着するようご返
送ください。

・議決権行使書に議案に対する賛否の意思表示がない場合は、賛
成の意思表示があったものとして取扱います。

２．インターネット等による議決権行使
・パソコンまたはスマートフォンから、当社指定の議決権行使サ

イト（https://evote.tr.mufg.jp/）（以下、「議決権行使サ
イト」といいます）にアクセスしていただき、行使期限（2026
年6月25日（木曜日）午後6時）までに議案に対する賛否をご入
力ください。

・議決権行使サイトで議案に対する賛否の入力が複数回行われた
場合は、最後に入力された内容を有効なものとして取扱いま
す。
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（1）議決権行使サイトについて
①毎日午前２時30分から午前４時30分までは議決権の行使ができませ

ん。
②株主様のインターネット利用環境（以下に例示します）によって
は、ご利用いただけない場合があります。
・ファイアーウォール等を使用している場合
・アンチウイルスソフトを設定している場合
・proxyサーバーを利用している場合
・TLS暗号化通信を指定していない場合

③インターネット接続料、通信料等の費用は、株主様のご負担となり
ます。

（2）議決権行使の方法について
①議決権行使サイトにアクセスしていただき、議決権行使書に記載の
「ログインID」及び「仮パスワード」をご入力ください（「ログイ
ンID」及び「仮パスワード」は、株主総会ごとに異なります）。

②株主様以外の第三者による不正アクセス（なりすまし）や議決権行
使内容の改ざん防止のため、「仮パスワード」の変更（任意）をお
願いいたします。

③画面の案内にしたがって、議案に対する賛否をご入力ください。

＜QRコード（注）によるログイン＞
・スマートフォンでは、QRコード（注）によるログインもできます。
・議決権行使書に記載の「ログイン用QRコード」をスマートフォンで
読み取っていただくと、議決権行使サイトに接続します（「ログイ
ンID」及び「仮パスワード」のご入力は不要です）。

・スマートフォンの機種によっては、QRコードによるログインができ
ない場合があります。この場合は、上記①の方法で議決権行使サイ
トにログインしてください。

（注）「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

（3）システム等に関するお問い合わせ先
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　証券代行部（ヘルプデスク）
電話　0120-173-027（受付時間　9:00～21:00　通話料無料）

◎機関投資家の皆様へ
株式会社ＩＣＪが運営する議決権電子行使プラットフォームの利用を事前
に申し込まれた場合には、当該プラットフォームをご利用いただくことが
できます。なお、当該プラットフォームで議案に対する賛否の入力が複数
回行われた場合は、最後に入力された内容を有効なものとして取扱いま
す。
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＜決議通知について＞
　本総会の決議通知は、当社ウェブサイト（https://www.j-com.co.jp）に
掲載する方法によりお知らせいたしますので、あらかじめご了承くださいま
すよう、お願い申し上げます。

＜株主総会に関するお問合せ先＞

日本通信株式会社　株主総会お問合せ窓口
メールアドレス：gsm@j-com.co.jp

＊お問合せはメールでお願いしております。
＊通信料は株主様のご負担となります。
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当連結会計年度の事業の状況

（2025年４月１日から
2026年３月31日まで）

事　 業　 報　 告

１．企業集団の現況

(1) 当連結会計年度の事業の状況

① 事業の経過及び成果

イ．モバイル通信サービス（MVNO/MVNE事業）について

日本通信SIM

当社は、2020年６月の総務大臣裁定を受け、2020年７月に大手携帯電

話事業者と同等の音声定額プランを提供する「日本通信SIM」を発売し

て以来、お客様のライフスタイルに合わせた商品ラインナップの充実を

図っています。

「日本通信SIM」は、株式会社J.D. パワー ジャパンによる「2025年

携帯電話サービス顧客満足度調査」MVNO部門において、2年連続で総合

満足度第１位を受賞しました。「日本通信SIM」は、通信品質と合理的

な料金体系を高く評価していただき、契約回線数及び売上高ともに堅調

な成長を維持しており、2026年３月末時点の契約回線数は94.7万回線と

なりました。

なお、当連結会計年度の第４四半期においては、2026年４月１日から

の携帯電話不正利用防止法施行規則の改正を踏まえ、「日本通信SIM」

のお申込みにおける本人確認方法を、マイナンバーカードの署名用電子

証明書を用いた「日本通信アプリ」による方法のみとしました。また、

2026年６月には「日本通信アプリ」を、当社が特許を取得しており、金

融庁から金融取引の安全性確保と利便性向上に資することが認められた

技術であるFPoS（FinTech Platform over SIM）に対応させるアップグ

レードを予定しています。これにより、お客様専用ページへのログイン

におけるセキュリティを強化することができるほか、回線を追加する場

合も、お客様の利便性を損なわない方法で、有効な本人確認を実施する

ことができるようになります。

当社は、株式会社NTTドコモ（以下、「ドコモ」という）の音声・SMS

網との相互接続を進めており、当該相互接続に基づき、ネオキャリアと

しての新サービスを2026年11月から提供する予定ですが、FPoSに対応し

た「日本通信アプリ」をご利用いただくことで、「日本通信SIM」のお

客様がネオキャリアとしての新サービスに円滑に移行していただくこと
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ができるようになります。

当社は、引き続き、FPoSの認証を活用し、セキュリティを確保した形

で、高品質の通信サービスを合理的な料金体系で提供してまいります。

ネオキャリア

当社は、ネオキャリアとしての新サービスを提供するため、音声・

SMS通信サービス用モバイルコアネットワークの構築等を進めていま

す。ネオキャリアのための初期投資には、総額約65億円を想定してお

り、2025年３月に株式会社三菱ＵＦＪ銀行を引受人とする第１回無担保

社債（適格機関投資家限定）の発行により20億円を調達しましたが、当

連結会計年度の第４四半期において、2026年３月26日までに、株式会社

りそな銀行、株式会社横浜銀行及び株式会社三菱ＵＦＪ銀行を引受人と

する第２回、第３回及び第４回無担保社債（いずれも適格機関投資家限

定）の発行により総額40億円を調達しました。これにより、当社は、ネ

オキャリアのための初期投資資金の調達を完了しましたので、2026年11

月のサービス提供開始に向け、ネットワークの構築、接続試験及びオペ

レーションの整備等を進めてまいります。

ロ．モバイルソリューション（ＭＳＰ事業）について

ローカル携帯網による通信（ローカル4G/5G）事業

当社は同事業について、先進的な事例の多い米国で実績を作り、その

経験を生かして日本で展開することを目指しており、当社米国子会社

は、米国市場でローカル携帯網との接続に使用するSIMを提供する事業

を進めています。当社は、米国子会社を通じてローカル携帯網による通

信（ローカル4G/5G）事業に関する技術及びノウハウを蓄積し、これら

を活用することで、日本のパートナー企業や顧客企業が設置するローカ

ル携帯網に接続することのできるSIMを提供しています。なお、ネオキ

ャリアとしての新サービスの提供には、これまで培ってきた米国での

SIM認証技術及び認証基盤を活用してまいります。

その他

閉域SIM間通信の提供、グローバルな決済セキュリティ基準であるPCI 

DSSに完全準拠した安全な決済ソリューションの提供、IoT機器・防犯カ

メラ用の上り優先SIMの提供など、無線通信を使った様々なソリューシ

ョンを提供しています。
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ハ．FPoS事業について

社会・経済の多くの分野でデジタル・トランスフォーメーション

（DX）が進む中、デジタルIDの重要性が改めて認識されています。当社

は、FPoSを活用し、スマートフォンで利用可能なデジタルIDを構築・提

供する事業を推進しています。

FPoSのセキュリティ

FPoSによる認証は、お客様のスマートフォン（iPhone及びAndroid）

（以下、「スマートフォン」という）において、以下の仕組みで行いま

す。

ａ．確実な身元確認

スマートフォンにFPoSを搭載する際に、お客様のマイナンバーカー

ドのICチップに搭載されている秘密鍵と電子証明書によってお客様の

身元確認を行います（公的個人認証サービス：JPKI）。

ｂ．秘密鍵の生成と電子証明書の発行

電子署名法に基づく認定を受けた電子認証局が、スマートフォンに

内蔵されている安全な領域内で秘密鍵を生成するとともに電子証明書

を発行します。

ｃ．本人性と真正性の担保

電子証明書に記録された公開鍵と秘密鍵の組み合わせにより、お客

様の本人性（本人に間違いないこと）と真正性（お客様の意思が改ざ

んされていないこと）を担保します。

FPoSによる認証は、以上のとおり、マイナンバーカードと同等の高度

なセキュリティを備えています。そのため、スマートフォンアプリを利

用する際に懸念される、なりすまし、または、データの改ざんを防止す

ることができます。

また、FPoSは、お客様が個人情報の提供先を確認し、提供の許諾また

は許諾の取消しを自ら管理できる機能（「ダイナミック・オプトイ

ン」）を搭載しています。これにより、お客様は、お客様のデータが連

携される事業者を容易に管理することができます。
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行政手続きで利用されるマイナンバーカードに対し、FPoSは、行政手

続きを含む幅広い分野で、自治体や事業者のデジタルID・認証基盤とし

て利用していただくことができます。

FPoSの実績

FPoSは、実証実験から商用サービスに移行し、2026年３月末時点の電

子証明書の提供件数は127,646件となりました。

なお、FPoSによるサービスの提供者は当社の連結子会社であるmy 

FinTech株式会社となります。

2025年７月：ウェルネット株式会社が提供するスマホ決済アプリにFPoS

を組み込み、電子証明書を用いた安心安全な決済を提供し

ています。従来のID・パスワードによる認証ではなく、ア

カウント作成時にマイナンバーカードで本人確認を行い、

スマートフォン内のハードウェア・セキュリティ・モジュ

ール（HSM）で管理された秘密鍵と電子証明書を用いて当

人認証を行うことで、なりすまし、中間者攻撃による不正

ログイン、データ改ざんに対する抜本的な解決策を提供し

ています。

2026年１月：FPoSを活用した地域決済サービス（めぶくグラウンド株式

会社が運営する群馬県前橋市の「めぶくPay」、株式会社

十八親和銀行が運営する長崎県大村市の「ゆでぴ」等のサ

ービスを指します）における決済金額が、当該サービスを

開始した2023年12月から2026年１月31日までの累計額で50

億円を突破しました。

2026年４月：地銀ネットワークサービス株式会社と共同で、地方銀行を

はじめとする金融機関に本人確認等のサービスを提供して

います。金融機関のウェブサイトとFPoSを連携し、犯罪収

益移転防止法に対応した本人確認機能を提供することで、

金融機関による本人確認をサポートしています。

以上のことから、当社グループの当連結会計年度の売上高は11,633百万

円となり、前連結会計年度と比較して2,394百万円の増収（25.9%増）とな

りました。これは、「日本通信SIM」を主とした音声定額・準定額サービ

スの成長によるものです。
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当連結会計年度の事業の状況

売上原価は7,219百万円となり、前連結会計年度と比較して1,823百万円

の増加（33.8%増）となりました。これは、主に「日本通信SIM」の成長に

伴う携帯網の調達コストの増加によるものです。なお、当社がドコモから

調達する携帯網のコストは、データ通信及び音声通話のいずれも、能率的

な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えた金額を超えない額で

設定するものとされております。

売上総利益は4,414百万円となり、前連結会計年度と比較して571百万円

の増加（14.9%増）となりました。販売費及び一般管理費は3,280百万円

（前連結会計年度は2,880百万円）となりました。

この結果、営業利益は1,134百万円（前連結会計年度は962百万円）、経

常利益は1,117百万円（前連結会計年度は1,000百万円）となりました。

親会社株主に帰属する当期純利益は763百万円（前連結会計年度は849百

万円）となりました。これは、当社の連結子会社であるmy FinTech株式会

社が保有する事業用資産について、「固定資産の減損に係る会計基準」に

基づき将来の回収可能性を検討した結果、同社において過年度より営業損

失が継続し減損の兆候が認められたことから、帳簿価額を回収可能価額ま

で減額し、215百万円を減損損失として特別損失に計上したことによるも

のです。

② 設備投資の状況

　ネットワーク機器の増強、データ通信及びスマートフォンで利用するデ

ジタルID（FPoS）事業のためのソフトウェアの開発、並びにネオキャリア

としてのサービス提供開始に向けた音声・SMS網の構築などに2,115百万円

の設備投資を行いました。

③ 資金調達の状況

イ．無担保社債（適格機関投資家限定）の発行

　当社は、ドコモの音声網及びＳＭＳ網との相互接続を実現するための

設備投資資金の調達を目的として、2026年３月25日に第２回無担保社債

（株式会社りそな銀行保証付および適格機関投資家限定）及び第３回無

担保社債（株式会社横浜銀行保証付および適格機関投資家限定）を発行

し、2026年３月26日に第４回無担保社債（適格機関投資家限定）を発行

しました。当社は、これらの社債の発行により総額4,000百万円の資金

を調達しました。なお、これらの社債の償還の期限は、いずれも2033年

３月25日です。
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当連結会計年度の事業の状況

ロ．連結子会社における株主割当増資

　当社の連結子会社であるmy FinTech株式会社は、2025年４月17日に株

主割当増資により311百万円の資金調達（金銭以外の財産の給付により

ます）を行いました。

④ 事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況

　該当事項はありません。

⑤ 他の会社の事業の譲受けの状況

　該当事項はありません。

⑥ 吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承

継の状況

　該当事項はありません。

⑦ 他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得もしくは処分の

状況

　当社は、2025年４月17日、当社の連結子会社であるmy FinTech株式会社

が株主割当てにより発行した同社の普通株式2,079株を引き受けました。

これにより、当連結会計年度末時点における当社の同社に対する議決権比

率は74.4％となりました。

　また、当社は、2025年８月31日、株式会社そうそうが第三者割当てによ

り発行した同社のＡ種優先株式265株を引き受けました。

　さらに、当社は、2026年２月27日、めぶくグラウンド株式会社が一般募

集により発行した同社の普通株式600株を引き受けました。
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直前３事業年度の財産及び損益の状況

区 分
第27期

自　2022年４月
至　2023年３月

第28期
自　2023年４月
至　2024年３月

第29期
自　2024年４月
至　2025年３月

第30期
自　2025年４月
至　2026年３月

売 上 高(百万円) 6,074 7,400 9,238 11,633

経 常 利 益(百万円) 780 1,183 1,000 1,117

親会社株主に帰
属する当期純利
益

(百万円) 690 1,365 849 763

１株当たり当期純利益 (円) 4.19 8.27 5.12 4.58

総 資 産(百万円) 3,040 4,409 7,340 11,995

純 資 産(百万円) 1,534 2,979 3,870 4,642

(2) 財産及び損益の状況
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子会社及び関連会社の状況

会 社 名 資 本 金
議決権
比　率

主な事業内容

JCI US Inc. 424.34（US＄) 100.0％
米国の携帯網を使用するＭＶ
ＮＯ事業

コントゥアー・

ネットワークス・

ジャパン株式会社

50（百万円)
100.0％

（100.0％）

ネットワーク・セキュリティ
に関するソリューションの開
発及び販売

クルーシステム株式会社 150（百万円) 100.0％
電気通信事業にかかるオペレ
ーション業務の受託

JCI Europe 

Communications Limited
500,000（ユーロ) 100.0％

欧州の携帯網を使用するＭＶ
ＮＯ事業

my FinTech株式会社 100（百万円) 74.4％
インターネット取引のための
認証プラットフォームの構築
及び運営

セキュアＩＤ株式会社 25（百万円) 51.0％
日本及び海外向けサブＳＩＭ
及び関連ソリューションの開
発及び販売

会 社 名 資 本 金
議決権
比　率

主な事業内容

H.I.S.Mobile株式会社 50（百万円) 40.0％
日本国内の携帯網を使用する
ＭＶＮＯ事業

(3) 子会社及び関連会社の状況

① 子会社の状況

（注）１．議決権比率の(　)内は、間接所有比率で内数です。

　　　２．my FinTech株式会社は、2025年４月17日に株主割当増資を行い、資本金が155百万円

増加しました。これにより、当社の同社に対する議決権比率は、71.1％から74.4％に

増加しました。

　　　３．my FinTech株式会社は、2026年１月27日に資本の減少を行い、資本金が335百万円減

少しました。

② 関連会社の状況

（注）H.I.S.Mobile株式会社は当社の関連会社として、持分法の適用対象となっています。
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対処すべき課題

(4) 対処すべき課題

① 公正な競争環境の確保のための取組み

当社は、創業以来、お客様のニーズに合った多様なサービスの提供を可

能とし電気通信事業を成長・発展させることのできる事業モデルとしてＭ

ＶＮＯ事業を提唱しており、ＭＶＮＯ事業の成立後は、ＭＮＯとＭＶＮＯ

との間で公正な競争環境を確保するための取組みを進めています。

当社は、2007年の総務大臣裁定により、ドコモのデータ通信網との相互

接続を実現しました。一方、音声網との接続は、携帯電話番号（090番号

等）の付与対象をＭＮＯのみとする規制等により、実現できず、ドコモか

ら卸提供を受けてお客様に提供しているところ、ＭＮＯがＭＶＮＯに提供

する音声通話サービスに係る卸電気通信役務の料金は10年以上据え置かれ

ていたため、ＭＶＮＯがＭＮＯと競争することのできる事業環境ではあり

ませんでした。

そのため、当社は、2019年に２度目の総務大臣裁定を申し立て、2020年

６月の裁定により、ドコモが当社に提供する音声通話サービスに係る卸電

気通信役務の料金について、能率的な経営の下における適正な原価に適正

な利潤を加えた金額を超えない額で設定するものとされました。

これにより、ようやくＭＮＯと競争することのできる環境が整い、当社

は、2022年３月期から５期連続で黒字を継続しております。

なお、2021年12月に、総務省の情報通信審議会において、携帯電話番号

（090番号等）をＭＶＮＯにも付与する方針が示されたことを受け、当社

は2022年６月にドコモに音声・ＳＭＳ網の相互接続を申し入れ、2024年２

月にドコモと相互接続について合意しました。また、当社は、2025年６月

に、ＭＶＮＯとして日本で初めて、総務省から携帯電話番号（090番号

等）の割当てを受けることができました。当社は、データ通信網と音声・

ＳＭＳ網の両方を相互接続で調達することで安定した事業基盤を確保し、

携帯基地局は保有しないものの、ＭＮＯと同等のサービスを提供すること

のできる「ネオキャリア」を目指します。当社は、2026年11月（予定）に

開始予定の、ドコモの音声・ＳＭＳ網との相互接続に基づく新サービスに

向け、引き続き、当社における音声・ＳＭＳ網の構築、さらに当社独自Ｓ

ＩＭ等の開発等を可能な限り迅速に進めてまいります。

公正な競争環境の確保は、ＭＶＮＯが本来の目的を果たして成長するた

めの最大の課題であり、当社は、引き続き、ＭＮＯとＭＶＮＯとの間の公

正な競争環境の確保に取り組んでまいります。

② ＭＶＮＯ事業モデルの進化による安定的な収益の確保

当社が今後も安定的に収益を確保するためには、公正な競争環境の確保

のための取組みを進めつつ、ＭＶＮＯ事業モデルを進化させることが必要

です。
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対処すべき課題

まず、モバイル通信サービス（ＭＶＮＯ事業）の月額課金商品について

は、2020年７月に「日本通信ＳＩＭ」のブランドで発売した音声定額プラ

ンが多くのお客様の支持を獲得し、2021年３月期下半期以降の収益に大き

く貢献しています。ＭＶＮＯ事業は、ＭＮＯ４社及び多数のＭＶＮＯによ

り今後も激しい価格競争が想定されますが、当社は2020年６月の総務大臣

裁定により、ドコモが当社に提供する音声通話サービスに係る卸電気通信

役務の料金について、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤

を加えた金額を超えない額で設定するものとされているため、当面の間、

ＭＮＯ及び他のＭＶＮＯに対抗することのできる競争力を確保していま

す。

当社は、「日本通信ＳＩＭ」ブランドの競争力を維持するため、利便性

の向上による他のＭＶＮＯとの差別化を図っています。2022年４月には、

スマートフォン等に内蔵されているｅＳＩＭへの対応を開始し、2023年１

月からは、携帯電話不正利用防止法に基づく本人確認においてマイナンバ

ーカードに格納された電子証明書による方法を導入したほか、2023年５月

には、ＭＮＰワンストップ方式にも対応しました。さらに、「日本通信Ｓ

ＩＭ」の各プランは、月額基本料金を据え置いたままデータ容量を増量す

るなど、商品力も強化しています。前連結会計年度においては、2024年６

月から同年８月に当社として初めてのテレビコマーシャルを実施し、イン

ターネットでも同様の広告を展開するなど、「日本通信ＳＩＭ」ブランド

の認知度向上にも努めました。また、当社は、「通信品質」「料金プラ

ン」「手続き・サポート対応」を重視し、お客様の満足度を上げることに

注力しており、これらの取組みの結果、「日本通信ＳＩＭ」は、株式会社

J.D. パワー ジャパンが実施した2025年携帯電話サービス顧客満足度調査

ＭＶＮＯ部門において、２年連続の総合満足度第１位を受賞しました。

「日本通信SIM」の売上は、認知度の向上及び商品性の評価により、個

人・法人ともに契約回線数が伸長しており、当社の成長を牽引していま

す。以上の取組みにより、当社は、引き続き、ＭＶＮＯ事業モデルを進化

させ、安定的な収益を継続して確保することを目指します。

③ 中長期的な成長のための取組み

当社は、安定的な収益を継続して確保する一方で、中長期的に成長する

ための取組みとして、FPoS事業及びモバイル・ソリューション（ＭＳＰ事

業）のうちローカル携帯網による通信（ローカル4G/5G）事業に注力して

います。

まず、FPoS事業については、2018年11月に設立したmy FinTech株式会社

において、スマートフォンに秘密鍵及び電子証明書を搭載する「my電子証

明書」サービスについて、2021年11月10日に、電子署名法に基づく特定認

証業務の認定を受けました。現在は、FPoS事業を実際のビジネスに落とし
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対処すべき課題

込んでいく段階となっていますが、2024年３月期においては、前橋市にお

いて、めぶくグラウンド株式会社に協力して、2023年12月に、同市の電子

地域通貨である「めぶくPay」のサービス提供を開始しました。さらに、

当社は、2024年５月にFPoSの中核機能である身元確認、当人認証、データ

連携の機能を部品化した「FPoSライブラリ」をリリースし、2024年10月に

はFPoSによる「my電子証明書」において、マイナンバーカードに記載され

た基本４情報（氏名、住所、生年月日及び性別）に変更があった場合に本

人の同意を得て変更後の情報を取得する業務実施方法について、電子署名

法に基づく認定を受け、2025年２月にはmy FinTech株式会社及びめぶくグ

ラウンド株式会社等との提携により、スマートフォンアプリの開発用ソフ

トウェアモジュールである「デジタル認証モジュール」の提供を開始しま

した。なお、FPoSが備えている高度な安全性は、当初想定していた金融取

引に限らず、社会全体で利用されるデジタルIDとしての役割を期待される

ようになっています。今後は、FPoSの利用地域及び利用分野の拡大に向け

て取り組んでまいります。

また、ローカル4G/5G事業は、当社米国子会社であるJCI US Inc.が、ロ

ーカル携帯網との接続に使用するＳＩＭを米国市場で提供しており、2023

年12月には、米国ユタ州とＣＢＲＳ（ローカル4G/5G）の教育及び遠隔医

療ネットワークへの導入をユタ州全体で実現するための契約を締結しまし

た。当社は、これらの知見を活用して、ローカル4G/5G事業の導入事例を

積み上げてまいります。

④ 優秀な人材の確保及び育成

上記①から③のいずれの取組みにおいても、多種多様な調査や企画、さ

らに技術開発や事業開発が必要であり、これを担うことができる人材の確

保及び育成が極めて重要となります。例えば、FPoS事業においては、金融

業界に関する法律、制度、経営課題、技術課題等、顧客の事業領域に対す

る一定の知見が必要です。そのため、当社グループは、優秀な人材の採用

を進めるとともに、採用した人材に会社の優先順位に応じた多様な業務を

担当させることによって、様々なノウハウや技術を身に付けさせるととも

に、必要な資格を取得させるなど、人材への投資を推進しています。当社

が取り組んでいる課題はいずれも前例のないもので、手本となる企業が存

在するものではありませんが、当社は、創業時からＭＶＮＯ事業モデルを

定着させる今日までの道のりにおいて、前例のない環境で培った経験及び

ノウハウがあるため、これらを活用して人材の育成を進めます。

当社は、「安全・安心にビットを運ぶ」という使命（ミッション）を実

現するために、上記の課題に取り組みながら、モバイル通信サービス、モ

バイル・ソリューション及びFPoS事業を成長させる計画です。
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主要な事業内容、主要な事業所

事 業 の 種 類 事 業 の 概 要

（ⅰ）ＭＶＮＯ事業

（販売ブランド：日本通信

ＳＩＭ、ｂモバイル等）

日本国内において、主に個人（訪日旅行者や中小法人を含むも

のとし、以下同様とします）向けに、ＳＩＭを提供してモバイ

ル通信サービスを提供する事業

（2001年12月個人向けサービスとして提供開始）

（ⅱ）ＭＶＮＥ事業 日本国内において、主に個人向けにＭＶＮＯ事業を展開するパ

ートナーに対して、各パートナーの要望に応じたモバイル通信

サービスを提供する事業（2014年11月サービス開始）

事 業 の 種 類 事 業 の 概 要

（ⅰ）ＭＳＰ事業（日本） 日本国内において、法人顧客またはＭＶＮＯ、金融機関、決済

代行業者、システムインテグレーター、メーカー等のパートナ

ーに対して、各顧客またはパートナーの要望に応じたモバイ

ル・ソリューションを提供する事業

（2016年１月サービス開始）

（ⅱ）ＭＳＰ事業（海外） 米国において、金融機関等の法人顧客またはシステムインテグ

レーター等のパートナーに対して、各顧客またはパートナーの

要望に応じたモバイル・ソリューションを提供する事業

（2007年11月サービス開始）

(5) 主要な事業内容（2026年３月31日現在）

　当社グループは、「安全・安心にビットを運ぶ」という使命（ミッショ

ン）を実現するため、携帯電話事業者のモバイル通信ネットワーク（注１）

等を活用したモバイル通信サービス及びモバイル・ソリューション（モバイ

ル通信サービスを含むものとし、以下同様とする）、並びに、当社の特許技

術であるFPoSを活用して本人性及び真正性を担保した通信基盤及び認証基盤

を提供するFPoS事業を展開しています。

　FPoS事業の規模はまだ小さいため、当連結会計年度において当社グループ

が営む事業は、モバイル通信サービス及びモバイル・ソリューションとなり

ます。

　当社グループが営む事業の種類及び概要は、以下のとおりです。

　① モバイル通信サービス（ＭＶＮＯ／ＭＶＮＥ事業）

　携帯電話事業者のモバイル通信ネットワークを活用し、当社グループがＭ

ＶＮＯ（注２）またはＭＶＮＥ（注３）としてモバイル通信サービスを提供

する事業で、日本国内で展開しています。

　② モバイル・ソリューション（ＭＳＰ事業）

　携帯電話事業者のモバイル通信ネットワーク等を活用し、当社グループが

モバイル・ソリューションを提供する事業で、日本国内及び米国で展開して

います。

－ 17 －



2026/05/19 21:28:19 / 25300743_日本通信株式会社_招集通知_電子提供措置用

主要な事業内容、主要な事業所

（注）１. モバイル通信ネットワークとは、携帯電話等の移動体通信で使用される無線ネッ

トワーク網をいいます。

　　　２. ＭＶＮＯ（Mobile Virtual Network Operator：仮想移動体通信事業者）とは、

ＭＮＯ（Mobile Network Operator：移動体通信事業者）が保有する無線ネット

ワークを利用し、独自のサービスを企画・構築し、独自の販売ルートでサービス

を提供する事業者をいいます。

　　　３. ＭＶＮＥ（Mobile Virtual Network Enabler）とは、ＭＶＮＯとの契約に基づ

き、当該ＭＶＮＯの事業の構築を支援する事業を営む企業をいいます。

会 社 名 名 称 及 び 所 在 地

日本通信株式会社 本社（東京都港区）

日本通信株式会社
吉岡オペレーションセンター
（群馬県北群馬郡吉岡町）

JCI US Inc. 本社（米国コロラド州イングルウッド）

コントゥアー・ネットワークス・
ジャパン株式会社

本社（東京都港区）

クルーシステム株式会社 本社（東京都港区）

JCI Europe Communications
Limited

本社（アイルランド・ダブリン）

my FinTech株式会社 本社（東京都港区）

セキュアＩＤ株式会社 本社（東京都港区）

会 社 名 名 称 及 び 所 在 地

H.I.S.Mobile株式会社 本社（東京都港区）

(6) 主要な事業所（2026年３月31日現在）

① 当社及び子会社

② 関連会社

（注）H.I.S.Mobile株式会社は、2026年４月１日に本社所在地を東京都港区から同新宿区に移転

しました。
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従業員の状況、主要な借入先、その他企業集団の現況に関する重要な事項

従 業 員 数 前 連 結 会 計 年 度 末 比 増 減

156（34）名 13名増（７名増）

従 業 員 数 前 事 業 年 度 末 比 増 減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

135（34）名 10名増（７名増） 39.4歳 8.9年

(7) 従業員の状況（2026年３月31日現在）

　①　当社及び連結子会社の従業員の状況

（注）従業員数は就業人員であり、臨時従業員は年間の平均人員を（　）内に外数で記載して

います。

　②　当社の従業員の状況

（注）従業員数は就業人員であり、臨時従業員は年間の平均人員を（　）内に外数で記載して

います。

(8) 主要な借入先の状況（2026年３月31日現在）

該当事項はありません。

(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項

　該当事項はありません。
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株式の状況、新株予約権等の状況

① 発行可能株式総数 435,000,000株

② 発行済株式の総数 166,838,739株

③ 株主数 33,319名

株 主 名 持 株 数
持株比率

(注１)

日 本 マ ス タ ー ト ラ ス ト 信 託 銀 行 株 式 会 社 （ 信 託 口 ） 14,870,100株 8.91％

N A T I O N A L  F I N A N C I A L  S E R V I C E S  L L C 12,928,239株 7.75％

M L P F S  C U S T O D Y  A C C O U N T ( 注 ２ ) 12,629,300株 7.57％

株 式 会 社 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行 （ 信 託 口 ） 4,059,100株 2.43％

J P  J P M S E  L U X  R E  S O C I E T E  G E N E R A L E  E Q  C O 2,954,500株 1.77％

株 式 会 社 Ｓ Ｂ Ｉ 証 券 1,921,703株 1.15％

上 田 八 木 短 資 株 式 会 社 1,900,000株 1.13％

松 井 証 券 株 式 会 社 1,851,300株 1.10％

和 　 田 　 佳 一 郎 1,607,000株 0.96％

安 原 幹 雄 1,249,000株 0.74％

役員の区分 株式数 交付対象者数

取締役（社外取締役を除く） 520,000株 ３名

社外取締役 40,000株 ５名

監査役 － －

２．会社の現況

(1) 株式の状況（2026年３月31日現在）

④ 大株主（上位10名）

（注）１. 持株比率は自己株式（29,504株）を控除して計算し、小数点以下第３位を切り捨て

ています。

　　　２. 当該株主の持株数のうち、12,622,800株は当社代表取締役会長三田聖二が実質的に

保有しています。

⑤ 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式

（注）の状況

（注）当該株式の内容は、「２．(3) ⑤ 取締役及び監査役の報酬等の

総額」に記載しています。

－ 20 －



2026/05/19 21:28:19 / 25300743_日本通信株式会社_招集通知_電子提供措置用

株式の状況、新株予約権等の状況

⑥ その他株式に関する重要な事項

当社は、2025年６月25日開催の取締役会決議に基づき、同年７月16日に

当社の取締役、執行役員及び従業員に対し、譲渡制限付株式としての新株

を発行しました。これにより、発行済株式の総数は915,000株増加しまし

た。

新株予約権の名称 第20回新株予約権

発行決議の日 2020年３月19日

新株予約権の数 14,340個

新株予約権の目的となる株式の種類と数
普通株式　1,434,000株

(新株予約権１個当たり100株)

新株予約権の払込金額/個 無償

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額/株 296円

新株予約権の行使期間
2020年４月10日から

2027年４月10日まで

新株予約権の行使の条件 （注１）

役員の保有状況

取締役（社外取締役を除く）

（注２）

新株予約権の数　　　   14,300個

目的となる株式数　　1,430,000株

保有者数　　　　　　        3名

社外取締役

新株予約権の数　　　       20個

目的となる株式数　　    2,000株

保有者数　　　　　　        2名

監査役

新株予約権の数　　　       20個

目的となる株式数　　    2,000株

保有者数　　　　　　        2名

(2) 新株予約権等の状況

① 当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の

状況（2026年３月31日現在）

（注）１．相続、退職後の権利行使の可否、権利喪失事由、その他の権利行使の条件は、2020

年３月19日開催の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権対象者との間で締結し

た当社ストックオプション契約に定めるところによります。
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株式の状況、新株予約権等の状況

２．取締役（社外取締役を除く）のうち、１名が保有している新株予約権は、取締役就

任前に付与されたものです。

② 当事業年度中に従業員等に対し職務執行の対価として交付された新株予

約権の状況

該当事項はありません。

③ その他新株予約権等の状況（2026年３月31日現在）

イ．当社役員、従業員等に交付された新株予約権等の状況

　　該当事項はありません。

ロ．第三者に交付された新株予約権等の状況

　　該当事項はありません。
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会社役員の状況

会社における地位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 状 況

取 締 役 会 長
（代表取締役）

三 田 聖 二

取締役社長兼CEO
（代表取締役）

福 田 尚 久
めぶくグラウンド㈱　社外取締役

my FinTech㈱　代表取締役会長兼社長

常 務 取 締 役
（代表取締役）

加 藤 明 美
クルーシステム㈱　監査役

my FinTech㈱　監査役

取 締 役
（社外取締役）

寺 本 振 透
九州大学大学院法学研究院　教授

㈱ウェッブアイ　社外取締役

取 締 役
（社外取締役）

山 田 喜 彦 WOTA㈱　社外取締役

取 締 役
（社外取締役）

森 　 葉 子 銀座三丁目法律事務所　パートナー弁護士

取 締 役
（社外取締役）

田 中 　 仁

㈱ジンズホールディングス　代表取締役会長CEO

㈱ジンズ　取締役

オイシックス・ラ・大地㈱　社外取締役

めぶくグラウンド㈱　社外取締役

取 締 役
（社外取締役）

團 　 宏 明

常 勤 監 査 役
（社外監査役）

諫 山 　 親

監 査 役
（社外監査役）

松 尾 　 清

松尾清公認会計士事務所　代表

ＳＢＩインシュアランスグループ㈱

社外監査役

H.I.S.Mobile㈱　社外監査役

監 査 役
（社外監査役）

井 上 伸 一

監 査 役
（社外監査役）

大 岸 　 聡

JLX Partners法律事務所・外国法共同事業

パートナー弁護士

合同会社LIZARD　代表社員

(一社)LIZARD　代表理事

センティエント㈱　社外監査役

(一社)はなどけい　代表理事

(3) 会社役員の状況

①　取締役及び監査役の状況（2026年３月31日現在）

（注）１．めぶくグラウンド株式会社は、当社の出資先です。当社は同社にFPoSを活用した通信

基盤及び認証基盤を提供しており、同社は2022年10月から、FPoSを利用したデジタル

IDである「めぶくID」を発行する「めぶくアプリ」を運営しています。当社は同社か

ら、同社の管理業務の支援、同社の事業に関する助言、同社のプロジェクトの管理及

び推進の支援、同社のオペレーション業務の支援並びに同社が運用するシステムの保

守にかかる業務を受託しています。
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会社役員の状況

氏 名 退 任 日 退任事由
退 任 時 の 地 位 ・ 担 当

及び重要な兼職の状況

師 田 卓 2025年６月25日 任期満了 社外取締役

勝 野 成 治 2025年６月25日 任期満了 社外監査役（常勤）

２．my FinTech株式会社は、当社の子会社です。

３．代表取締役社長兼CEO福田尚久氏は、2025年６月18日付でmy FinTech株式会社の代表

取締役会長兼社長に就任しました。

４．クルーシステム株式会社は、当社の子会社です。

５．社外取締役山田喜彦氏は、2025年５月７日付でGogoro Inc.の社外取締役を退任しま

した。

６．社外取締役森葉子氏は、2025年６月１日付で四谷あけぼの法律事務所を退所し、2025

年６月２日付で銀座三丁目法律事務所を開設しました。

７．社外取締役田中仁氏は、2025年11月26日付で株式会社ジンズノーマの代表取締役CEO

を退任しました。

８．社外取締役田中仁氏は、2025年11月27日付で株式会社ジンズホールディングスの代表

取締役会長CEOに就任しました。

９．H.I.S.Mobile株式会社は、当社の関連会社です。当社は同社からＭＶＮＥ業務を受託

しています。

10．社外監査役松尾清氏は、公認会計士の資格を有し、日本及び米国で、長期にわたり、

会計監査に携わっており、財務及び会計に関する豊富な知見を有しています。

11．社外監査役大岸聡氏は、2025年７月２日付で一般社団法人はなどけいの代表理事に就

任しました。

12．当社は、社外取締役及び社外監査役の全員を東京証券取引所が定める規則に基づく独

立役員として指定し、同取引所に届け出ています。

②　事業年度中に退任した取締役及び監査役

③　責任限定契約の内容の概要

　当社は、各社外取締役及び各監査役との間で、会社法第427条第１項及

び当社定款の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定す

る契約を締結しています。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、社

外取締役及び監査役のいずれも会社法第425条第１項に定める最低責任限

度額としています。

④　役員等賠償責任保険契約の内容の概要等

　当社は、保険会社との間で、会社法第430条の３第１項の規定に基づく

役員等賠償責任保険契約を締結しています。当該保険契約の被保険者の範

囲は、当社及び当社子会社の取締役、監査役、執行役員及び従業員であ

り、すべての被保険者について、その保険料の全額を当社が負担していま

す。当該保険契約では、被保険者がその地位に基づいて行った行為（不作

為を含みます）に起因して損害賠償を請求された場合（株主代表訴訟によ

るものを含みます）の法律上の損害賠償金及び争訟費用が補償されます。
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会社役員の状況

区 分
報酬等
の総額

（千円）

報酬等の種類別の総額（千円）
対象

となる
役員の
員数

（名）

金銭報酬 非金銭報酬等

給与
業績

連動型
報酬

社宅
ストッ
クオプ
ション

譲渡制限
付株式

取 締 役
（うち社外取締役）

838,881
（56,387）

711,946
（52,752）

49,231
（－）

25,372
（－）

－
（－）

52,330
（3,635）

９
（６）

監 査 役
（うち社外監査役）

51,600
（51,600）

51,600
（51,600）

－
（－）

－
（－）

－
（－）

－
（－）

５
（５）

合 計
（うち社外役員）

890,481
（107,987）

763,546
（104,352）

49,231
（－）

25,372
（－）

－
（－）

52,330
（3,635）

14
（11）

ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための

措置として、被保険者が違法に利益または便宜を得た場合、及び、犯罪行

為、不正行為、詐欺行為または法令、規則もしくは取締法規に違反するこ

とを認識しながら行った行為に起因する場合は、免責事由に該当し、補償

の対象外としています。

⑤　取締役及び監査役の報酬等の総額

イ．当事業年度に係る報酬等の総額等

（注）１．取締役の金銭報酬（給与）の総額には、取締役（社外取締役を除くものとし、以下、

「業務執行取締役」という）に米ドルで支払われた金銭報酬（給与）の金額を当該支

払時点の為替レートを用いて日本円に換算した額及び業務執行取締役の健康診断費用

が含まれています。

２．業務執行取締役の金銭報酬（業績連動型報酬）にかかる業績指標は連結売上高の成長

率及び連結営業利益の成長率であり、その実績はそれぞれ24.8％（係数1.0）及び

-15.5％（係数0）となります。当事業年度の金銭報酬（業績連動型報酬）は、各業務

執行取締役の金銭報酬（給与）の年額に両係数の平均値である0.5を乗じた額の範囲

内で決定しました。

３．非金銭報酬等の内容

（1）非金銭報酬等（社宅）は社宅賃料のうち当社負担分にあたり、その決定方針は

「ホ．取締役の報酬等の内容の決定に関する方針等」に記載のとおりです。

（2）非金銭報酬等（ストックオプション）は当社の新株予約権であり、当事業年度末時

点の保有状況は「２．(2) ①　当社役員が保有している職務執行の対価として交付

された新株予約権の状況（2026年３月31日現在）」に記載しています。なお、当事

業年度において、非金銭報酬等（ストックオプション）として費用計上した金額は

ありません。

（3）非金銭報酬等（譲渡制限付株式）は職務執行の対価として当社役員に対し交付する

当社の普通株式であり、その決定方針は「ホ．取締役の報酬等の内容の決定に関す

る方針等」に記載のとおりです。その条件等は「ニ．非金銭報酬等（譲渡制限付株

式）の内容」に記載しており、当事業年度における交付状況は、「２．(1) ⑤　当

事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況」に記載し

ています。なお、上表の非金銭報酬等（譲渡制限付株式）の額は、当事業年度にお
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ける費用計上額を記載しています。

４．取締役報酬等についての株主総会の決議に関する事項

（1）取締役の金銭報酬（給与）は、2024年６月26日開催の第28回定時株主総会において

年額９億6,000万円以内（うち社外取締役分：年額１億円以内）（ただし、使用人

兼務取締役の使用人給与相当額は含まない）と承認されています。当該株主総会終

結時点の取締役の員数は７名（うち５名は社外取締役）です。

（2）業務執行取締役の金銭報酬（業績連動型報酬）は、2024年６月26日開催の第28回定

時株主総会において、各業務執行取締役の金銭報酬（給与）の年額に連結売上高の

成長率に応じて設定した係数（注）と連結営業利益の成長率に応じて設定した係数

（注）の平均値（0～1.5）を乗じた額の範囲内と承認されています。当該株主総会

終結時点の業務執行取締役の員数は２名です。

（注）各係数は、「ホ．取締役の報酬等の内容の決定に関する方針等」の「ｄ．金

銭報酬（業績連動型報酬）の決定方針」に記載のとおりです。

（3）取締役の非金銭報酬等（社宅）は、2005年６月29日開催の第９回定時株主総会にお

いて月額500万円以内と承認されています。当該株主総会終結時点の取締役の員数

は９名（うち５名は社外取締役）です。

（4）取締役の非金銭報酬等（譲渡制限付株式）は、2022年６月28日開催の第26回定時株

主総会において年間56万株以内、年額１億円以内と承認されています。当該株主総

会で承認された、取締役に非金銭報酬等（譲渡制限付株式）を付与する制度の概要

は、「ニ．非金銭報酬等（譲渡制限付株式）の内容」に記載しています。当該株主

総会終結時点の取締役の員数は７名（うち５名は社外取締役）です。

５．監査役報酬等についての株主総会の決議に関する事項

（1）監査役の金銭報酬（給与）は、2024年６月26日開催の第28回定時株主総会において

年額１億円以内と承認されています。当該株主総会終結時点の監査役の員数は４名

（全員が社外監査役）です。

（2）監査役の非金銭報酬等（ストックオプション）は、2011年６月21日開催の第15回定

時株主総会において年額100万円以内と承認されています。当該株主総会終結時点

の監査役の員数は４名（全員が社外監査役）です。

６．取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項

取締役の金銭報酬（給与）及び業務執行取締役の金銭報酬（業績連動型報酬）につい

ては、取締役会が代表取締役社長兼CEO福田尚久に各取締役の金銭報酬（給与）の額

及び金銭報酬（業績連動型報酬）の額の決定を委任し、代表取締役社長兼CEO福田尚

久が各取締役の金銭報酬（給与）の額及び金銭報酬（業績連動型報酬）の額を決定し

ています。取締役会が同氏に委任した理由は、取締役が担う役割及び責務を踏まえ、

インセンティブとして適切な金銭報酬の額を決定することは重要な業務執行であり、

CEOとして当社の業績に対する責任を負っている同氏が決定すべき事項であると判断

したためです。なお、当社の取締役会は社外取締役が過半数を占めており、社外取締

役は、一般株主の代表として企業価値の向上を追求し、全体的かつ客観的に経営判断

の妥当性を監督する立場から、取締役の業務執行を監督しています。

７．対象となる役員

当事業年度中に退任した取締役１名（社外取締役）及び監査役１名（社外監査役）並

びに両名の在任中の報酬等の額が含まれています。
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ロ．当事業年度において支払った役員退職慰労金

該当事項はありません。

ハ．業績連動報酬に関する事項

ａ．業績連動報酬の額の算定の基礎として選定した業績指標の内容

　当社は、連結売上高の成長率及び連結営業利益の成長率に応じて設

定した係数の平均値を業務執行取締役の金銭報酬（業績連動型報酬）

に係る業績指標としています。当該業績指標の詳細は、「ホ．取締役

の報酬等の内容の決定に関する方針等」の「ｄ．金銭報酬（業績連動

型報酬）の決定方針」に記載のとおりです。

ｂ．当該業績指標を選定した理由

　当社は、2026年11月にドコモの音声・ＳＭＳ網との相互接続に基づ

く新サービスの提供を予定するなど、事業環境が次の段階に移行した

ことを受け、経営体制を強化するとともに、業務執行取締役の報酬と

当社グループの業績との連動性をより一層強めることにより、業務執

行取締役に当社グループの業績を持続的に向上させるインセンティブ

を与えることを目的として、業務執行取締役の金銭報酬（業績連動型

報酬）を導入しました。この目的に鑑み、当社グループの業績の持続

的な向上を示す業績指標として、連結売上高の成長率及び連結営業利

益の成長率に応じて設定した係数の平均値を選定しました。

ｃ．業績連動報酬の額の算定方法

　業務執行取締役の金銭報酬（業績連動型報酬）の額の決定について

は、「ホ．取締役の報酬等の内容の決定に関する方針等」の「ｄ．金

銭報酬（業績連動型報酬）の決定方針」に記載のとおり、各業務執行

取締役の金銭報酬（給与）の年額に連結売上高の成長率に応じて設定

した係数と連結営業利益の成長率に応じて設定した係数の平均値（0

～1.5）を乗じた額の範囲内で、取締役会決議により代表取締役社長

兼CEO福田尚久に一任しています。

ｄ．業績連動報酬の額の算定に用いた業績指標に関する実績

　前々連結会計年度の連結売上高に対する前連結会計年度の連結売上

高の成長率は24.8％（係数1.0）、前々連結会計年度の連結営業利益

に対する前連結会計年度の連結営業利益の成長率は-15.5％（係数0）

となり、両係数の平均値は0.5となります。そのため、当事業年度の

金銭報酬（業績連動型報酬）は、各業務執行取締役の金銭報酬（給

与）の年額に0.5を乗じた額の範囲内で決定しました。
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ニ．非金銭報酬等（譲渡制限付株式）の内容

　2022年６月28日開催の第26回定時株主総会において承認された、取締

役に非金銭報酬等（譲渡制限付株式）を付与する制度（以下、「本制

度」といいます）の概要は、以下のとおりです。

・本制度において、取締役は、当社の取締役会決議に基づき、当社の普

通株式について発行または処分を受けるものとし、各取締役への具体

的な支給時期及び配分については、取締役会において決定するものと

する。

・本制度において取締役に対して発行または処分される当社の普通株式

の総数は、年間56万株以内、年額１億円以内とする。ただし、2022年

６月28日以降の日を効力発生日とする当社普通株式の株式分割（当社

普通株式の株式無償割当を含む）または株式併合が行われた場合、当

該効力発生日以降、必要に応じて合理的な範囲で調整することができ

る。

・本制度に基づく取締役に対する当社の普通株式の発行または処分にあ

たり、取締役は金銭の払込み等を要しないものとする。

・本制度に基づく取締役に対する当社の普通株式の発行または処分にあ

たり、当社と取締役との間で、以下の内容を含む譲渡制限付株式割当

契約（以下、「本割当契約」という）を締結するものとする。

ａ．譲渡制限期間

　取締役は、本割当契約により割当てを受けた日（以下、「本割当

日」という）から５年間（以下、「本譲渡制限期間」という）、本

割当契約により割当てを受けた当社の普通株式（以下、「本割当株

式」という）について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしては

ならない（以下、「本譲渡制限」という）。

ｂ．無償取得事由

　取締役が、本譲渡制限期間中に、当社の取締役の地位から退任し

た場合には、当社の取締役会が正当と認める理由がある場合を除

き、当社は、当該取締役が退任した時点において本譲渡制限が解除

されていない本割当株式の全部を当然に無償で取得する。なお、そ

の他の無償取得事由は、当社の取締役会決議に基づき、本割当契約

に定めるところによる。
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ｃ．譲渡制限の解除

　上記ａ．の定めにかかわらず、当社は、取締役が、次の各号に掲

げる各期間の末日までの期間中、継続して当社の取締役の地位にあ

ることを条件として、当該各期間が満了した時点において、当該各

号に定める割合で、本割当株式につき、本譲渡制限を解除する（以

下、当該各期間毎の解除をそれぞれ「各本譲渡制限解除」とい

う）。

ア．割当てを受けた日から２年間：本割当株式の数の４分の１

イ．割当てを受けた日から３年間：本割当株式の数の４分の１

ウ．割当てを受けた日から４年間：本割当株式の数の４分の１

エ．割当てを受けた日から５年間：左記期間が満了した時点にお

いて本譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部

　ただし、取締役が当該各号に掲げる各期間の末日までに、各本譲

渡制限解除を希望しない旨の申出（以下、「本申出」という）を行

った場合、本申出を行った当該各期間が満了した時点における各本

譲渡制限解除を行わないものとする。その場合、本申出を行った当

該各期間の次の期間（ただし、次の期間の末日までに再度本申出を

行った場合には、さらにその次の期間とし、それ以降も同様とす

る）が満了した時点をもって、本申出により各本譲渡制限解除が行

われなかった各期間における当該各号に掲げる各割合を合算した割

合（上記エ．に掲げる期間が満了した時点まで一度も各本譲渡制限

解除が行われなかった場合は本割当株式の全部）で、本割当株式に

つき、本譲渡制限を解除する。

　また、本譲渡制限期間中に、取締役が死亡または当社の取締役と

しての役務提供を継続することが困難な重大な傷病により当社の取

締役の地位から退任した場合、本割当日から当該退任までの期間

中、継続して当社の取締役の地位にあることを条件として、当該退

任の直後の時点をもって、当該時点において本譲渡制限が解除され

ていない本割当株式の全部につき、本譲渡制限を解除する。

　また、当社は、本譲渡制限期間が満了した時点において上記の定

めに基づき本譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を当然

に無償で取得する。

ｄ．組織再編等における取扱い

　上記ａ．の定めにかかわらず、当社は、本譲渡制限期間中に、当

社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契

約または株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株

主総会（ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承

認を要さない場合においては、当社の取締役会）で承認された場合

には、当社の取締役会の決議により、本割当日から当該組織再編等

の承認の日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式に
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ついて、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、本譲渡制限を解除

する。

　また、上記に規定する場合においては、当社は、上記の定めに基

づき本譲渡制限が解除された直後の時点において、なお本譲渡制限

が解除されていない本割当株式の全部を当然に無償で取得する。

ｅ．その他の事項

　本割当契約に関するその他の事項は、当社の取締役会において定

めるものとする。

　なお、本制度により取締役に割り当てられた株式は、本譲渡制限

期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよ

う、本譲渡制限期間中は、当社が定める証券会社に取締役が開設す

る専用口座で管理される。

ホ．取締役の報酬等の内容の決定に関する方針等

　当社は、2021年２月４日開催の取締役会決議により取締役の報酬等の

内容の決定に関する方針を策定し、2022年６月28日、2024年６月26日及

び2025年６月25日開催の取締役会決議による変更を経て、2026年５月７

日開催の取締役会決議により以下の内容に変更しました。

　なお、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等が2026

年５月７日開催の取締役会決議による変更前及び変更後の決定方針と整

合し、当該決定方針に沿って決定されたことを確認しており、当該決定

方針に沿うものであると判断しています。

ａ．取締役の報酬等についての考え方

　当社は1996年の創業時にＭＶＮＯという新たな事業モデルを生み出

した後、一貫して同事業モデルを実践し、2007年の大手携帯事業者と

の相互接続や2016年のＭＶＮＯ規制緩和など、新たなルールを作りな

がら事業を進めている。このように新たな領域で事業を推進していく

には、グローバルな市場で競争することのできる人材が必要である。

そのため、当社の取締役会は、取締役の報酬等について、従来の日本

企業の枠によるのではなく、グローバルな人材市場における水準とす

るべきであると考えている。具体的には、取締役の報酬等の水準は、

グローバルな市場で競争することのできる人材が、自身および家族に

過度の犠牲または負担を強いることなく、当社の業務に専念すること

ができる金額とすべきである。そのうえで、当社の取締役会は、取締

役の報酬等が果たす役割について、短期的な利益の追求に向かうイン

センティブではなく、持続的な成長に向けた健全なインセンティブと

して機能することを目指している。また、当社は2024年２月13日に株

式会社ＮＴＴドコモと音声相互接続について合意し、これにより、本
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来のＭＶＮＯ事業モデルを実現できる目処が立ったことから、売上お

よび収益の成長を継続することを課題として認識し、当社の業務執行

取締役の報酬として、これらに基づく業績連動型報酬を採用してい

る。

ｂ．取締役の報酬等の構成等

　当社の業務執行取締役の報酬等は、金銭報酬（給与）、金銭報酬

（業績連動型報酬）、非金銭報酬（社宅）および非金銭報酬（譲渡制

限付株式）によって構成し、各報酬の割合は特段定めない。

　当社の社外取締役の報酬等は、金銭報酬（給与）、非金銭報酬（社

宅）および非金銭報酬（譲渡制限付株式）によって構成し、各報酬の

割合は特段定めない。

　金銭報酬（給与）は、基本報酬として毎月固定額を現金で支払うこ

とを原則とする。

　金銭報酬（業績連動型報酬）は、前連結会計年度の連結売上高およ

び連結営業利益の成長率に連動した一定額を支払う。

　非金銭報酬（社宅）は、取締役の社宅賃料のうち当社負担分にあた

り、毎月固定額で発生するが、取締役に対して直接支払うものではな

い。

　非金銭報酬（譲渡制限付株式）は、当社株式が上場する市場環境お

よび会計制度等の影響を受けるため、毎年確定的に発行するものでは

なく、発行するか否かは、その時点において取締役会が判断する。

ｃ．金銭報酬（給与）の決定方針

　取締役の報酬のうち、金銭報酬（給与）の決定については、株主総

会で承認された報酬総額の上限（年額９億6,000万円（うち社外取締

役分：年額１億円以内）（使用人兼務取締役の使用人給与相当額は含

まない））の範囲内で、取締役会決議により代表取締役社長兼CEO福

田尚久に一任する。なお、当該報酬総額の上限は、2024年６月26日開

催の第28回定時株主総会で決議されたものであり、当該株主総会終結

時点の取締役の員数は７名（うち５名は社外取締役）である。

　代表取締役社長兼CEO福田尚久は、CEOとして当社の業績に対する責

任を負っており、重要な業務執行として、取締役が担う役割および責

務を踏まえ、インセンティブとして適切な金銭報酬の額を決定する方

針である。
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前々連結会計年度の連結売上高に対する

前連結会計年度の連結売上高の成長率
係数

10％未満 0

10％以上20％未満 0.5

20％以上30％未満 1.0

30％以上 1.5

前々連結会計年度の連結営業利益に対する

前連結会計年度の連結営業利益の成長率
係数

20％未満 0

20％以上30％未満 0.5

30％以上40％未満 1.0

40％以上 1.5

ｄ．金銭報酬（業績連動型報酬）の決定方針

　業務執行取締役の報酬のうち、金銭報酬（業績連動型報酬）の決定

については、株主総会で承認された算定方法（各業務執行取締役の金

銭報酬（給与）の年額に連結売上高の成長率に応じて設定した係数

（下記①）と連結営業利益の成長率に応じて設定した係数（下記②）

の平均値（0～1.5）を乗じる）に基づいて算出された金額の範囲内

で、取締役会決議により代表取締役社長兼CEO福田尚久に一任する。

なお、当該報酬額の算定方法は、2024年６月26日開催の第28回定時株

主総会で決議されたものであり、当該株主総会終結時点の業務執行取

締役の員数は２名である。

　代表取締役社長兼CEO福田尚久は、CEOとして当社の業績に対する責

任を負っており、重要な業務執行として、取締役が担う役割および責

務を踏まえ、インセンティブとして適切な金銭報酬の額を決定する方

針である。

①連結売上高の成長率に応じて設定した係数

②連結営業利益の成長率に応じて設定した係数

ｅ．非金銭報酬（社宅）の決定方針

　取締役の報酬のうち、非金銭報酬（社宅）の決定については、株主

総会で承認された報酬総額の上限（月額500万円）の範囲内で、取締

役会で策定した社内規程に基づいている。なお、当該報酬総額の上限

は、2005年６月29日開催の第９回定時株主総会で決議されたものであ

り、当該株主総会終結時点の取締役の員数は９名（うち５名は社外取

締役）である。
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　取締役会は、会社の成長に必要な人材を確保し当該人材の能力を十

分に発揮するための住環境を付与することを目的として、原則として

通勤の便宜および生活環境を考慮して非金銭報酬（社宅）を決定する

方針である。

ｆ．非金銭報酬（譲渡制限付株式）の決定方針

　取締役の報酬のうち、非金銭報酬（譲渡制限付株式）の決定につい

ては、取締役会において、当社株式の希釈化率を考慮して譲渡制限付

株式の発行総数を決定したうえで、取締役が担う役割および責務を踏

まえ、インセンティブとして適切な数を付与することを決定する方針

である。

ヘ．社外役員が子会社から受けた役員報酬等の総額

該当事項はありません。

⑥　社外役員に関する事項

イ．他の法人等の業務執行者としての重要な兼職の状況及び当社と当該他

の法人等との関係

・社外取締役寺本振透氏は、九州大学大学院法学研究院の教授を兼務し

ています。なお、当社と同大学との間に特別の関係はありません。

・社外取締役森葉子氏は、四谷あけぼの法律事務所の弁護士を兼務して

いましたが、2025年６月１日付で同事務所を退所しました。なお、当

社と同事務所との間に特別の関係はありません。

・社外取締役森葉子氏は、銀座三丁目法律事務所の弁護士を兼務してい

ます。なお、当社と同事務所との間に特別の関係はありません。

・社外取締役田中仁氏は、株式会社ジンズホールディングスの代表取締

役会長CEO及び株式会社ジンズの取締役を兼務しています。なお、当

社と各社との間に特別の関係はありません。

・社外取締役田中仁氏は、株式会社ジンズノーマの代表取締役を兼務し

ていましたが、2025年11月26日付で同職を退任しました。なお、当社

と同社との間に特別の関係はありません。

・社外監査役松尾清氏は、松尾清公認会計士事務所の代表を兼務してい

ます。なお、当社と同事務所との間に特別の関係はありません。

・社外監査役大岸聡氏は、JLX Partners法律事務所・外国法共同事業の

パートナー弁護士を兼務しています。なお、当社と同事務所との間に

特別の関係はありません。

・社外監査役大岸聡氏は、合同会社LIZARDの代表社員を兼務していま

す。なお、当社と同社との間に特別の関係はありません。

・社外監査役大岸聡氏は、一般社団法人LIZARDの代表理事を兼務してい

ます。なお、当社と同法人との間に特別の関係はありません。
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・社外監査役大岸聡氏は、一般社団法人はなどけいの代表理事を兼務し

ています。なお、当社と同法人との間に特別の関係はありません。

ロ．他の法人等の社外役員としての重要な兼任の状況及び当社と当該他の

法人等との関係

・社外取締役寺本振透氏は、株式会社ウェッブアイの社外取締役を兼務

しています。なお、当社と同社との間に特別の関係はありません。

・社外取締役山田喜彦氏は、Gogoro Inc.（台湾）の社外取締役を兼務

していましたが、2025年５月７日付で同職を退任しました。なお、当

社と同社との間に特別の関係はありません。

・社外取締役山田喜彦氏は、WOTA株式会社の社外取締役を兼務していま

す。なお、当社と同社との間に特別の関係はありません。

・社外取締役田中仁氏は、オイシックス・ラ・大地株式会社の社外取締

役を兼務しています。なお、当社と同社との間に特別の関係はありま

せん。

・社外取締役田中仁氏は、めぶくグラウンド株式会社の社外取締役を兼

務しています。当社は同社に出資しています。当社は同社にFPoSを活

用した通信基盤及び認証基盤を提供し、同社は2022年10月から、FPoS

を利用したデジタルIDである「めぶくID」を発行する「めぶくアプ

リ」を運営しています。また、当社は同社から、同社の管理業務の支

援、同社の事業に関する助言、同社のプロジェクトの管理及び推進の

支援、同社のオペレーション業務の支援並びに同社が運用するシステ

ムの保守にかかる業務を受託しています。

・社外監査役松尾清氏は、ＳＢＩインシュアランスグループ株式会社の

社外監査役を兼務しています。なお、当社と同社との間に特別の関係

はありません。

・社外監査役松尾清氏は、H.I.S.Mobile株式会社の社外監査役を兼務し

ています。同社は当社の関連会社であり、当社は同社からＭＶＮＥ業

務を受託しています。

・社外監査役大岸聡氏は、センティエント株式会社の社外監査役を兼務

しています。なお、当社と同社との間に特別の関係はありません。

ハ．当社または当社の特定関係事業者の業務執行者等との親族関係等

該当事項はありません。
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取 締 役 会 （ ６ 回 開 催 ） 監 査 役 会 （ ７ 回 開 催 ）

出席回数 出 席 率 出席回数 出 席 率

取 締 役 寺 本 振 透 ６回 100％ － －

取 締 役 山 田 喜 彦 ６回 100％ － －

取 締 役 森 　 葉 子 ６回 100％ － －

取 締 役 田 中 　 仁 ４回 67％ － －

取 締 役 團 　 宏 明 ３回 75％ － －

監 査 役 諫 山 　 親 ４回 100％ ４回 100％

監 査 役 松 尾 　 清 ５回 83％ ６回 86％

監 査 役 井 上 伸 一 ６回 100％ ７回 100％

監 査 役 大 岸 　 聡 ６回 100％ ７回 100％

ニ．当事業年度における主な活動状況

ａ．取締役会及び監査役会への出席状況

（注）１．上記の取締役会のほか、会社法第370条及び当社定款の規定に基づき、取締役会決議

があったものとみなす書面決議が１回ありました。

　　　２．取締役團宏明氏は2025年６月25日開催の第29回定時株主総会で選任されたため、就任

後開催された取締役会（４回）の出席回数及び出席率を記載しています。

　　　３．監査役諫山親氏は2025年６月25日開催の第29回定時株主総会で選任されたため、就任

後開催された取締役会（４回）及び監査役会（４回）の出席回数及び出席率を記載し

ています。

　　　４．監査役松尾清氏は、途中参加した取締役会が１回あり、参加時点で議題の審議が終了

していたため、当該取締役会は欠席したものとみなして出席回数及び出席率を記載し

ています。

ｂ．取締役会及び監査役会における発言状況、並びに、社外取締役に期

待される役割に関して行った職務の概要

・社外取締役である寺本振透氏は、研究者及び教育者としての豊富な

知識及び経験、並びに弁護士として培った専門的知見を備えていま

す。同氏は、主に中立的かつ先進的な知見を提供する立場から質問

または助言を行っており、当社の意思決定の妥当性・適正性を確保

し、業務執行を監督する役割を果たしています。

・社外取締役である山田喜彦氏は、日本を代表する電気機器企業の経

営者及び米国の自動車メーカーの幹部として培った豊富な知識及び

経験を備えています。同氏は、主にグローバル企業を経営する立場

から質問または助言を行っており、当社の意思決定の妥当性・適正

性を確保し、業務執行を監督する役割を果たしています。
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・社外取締役である森葉子氏は、教育者としての豊富な知識及び経

験、並びに弁護士として培った専門的知見を備えています。同氏

は、主に幅広い見識に基づく均衡のとれた知見を提供する立場から

質問または助言を行っており、当社の意思決定の妥当性・適正性を

確保し、業務執行を監督する役割を果たしています。

・社外取締役である田中仁氏は、創業したアイウエア（眼鏡等）企業

で市場にイノベーションを起こし、最大手企業に成長させるととも

に、グローバルな事業展開を進めています。同氏は、主に創業者及

びグローバル企業の経営者としての立場から質問または助言を行っ

ており、当社の意思決定の妥当性・適正性を確保し、業務執行を監

督する役割を果たしています。

・社外取締役である團宏明氏は、郵政省（現　総務省）において情報

通信に関する深い知見及び豊富な行政経験を有し、日本郵政グルー

プ会社の代表取締役として企業経営の経験も有しています。同氏

は、幅広い見識を有する経営者としての立場から質問または助言を

行っており、当社の意思決定の妥当性・適正性を確保し、業務執行

を監督する役割を果たしています。

・社外監査役である諫山親氏は、常勤監査役として会社の業務執行状

況を監視するとともに、行政及び企業経営を通じて培った豊富な知

識及び経験に基づき、質問しまたは意見を述べることにより、当社

の意思決定の適法性・妥当性の確保に貢献しています。

・社外監査役である松尾清氏は、公認会計士としての専門的な知識並

びに日本及び米国における会計監査経験に基づく財務及び会計に関

する豊富な知見を生かし、質問しまたは意見を述べることにより、

当社の意思決定の適法性・妥当性の確保に貢献しています。

・社外監査役である井上伸一氏は、航空業界の経営者及び常勤監査役

として培った豊富な知識及び経験に基づき、質問しまたは意見を述

べることにより、当社の意思決定の適法性・妥当性の確保に貢献し

ています。

・社外監査役である大岸聡氏は、渉外弁護士として主に国際的な企業

法務の分野で培った豊富な知識及び経験並びに専門的知見に基づ

き、質問しまたは意見を述べることにより、当社の意思決定の適法

性・妥当性の確保に貢献しています。

・上記の他、各社外監査役は、監査役会において、監査結果について

の意見交換、監査に関する重要事項の協議を行っています。
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支 払 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 24百万円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭
その他の財産上の利益の合計額

24百万円

(4) 会計監査人の状況

①　名称

城南監査法人

②　報酬等の額

（注）１. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引

法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できま

せんので、当事業年度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しています。

２. 監査役会は、会計監査人の報酬見積りに関して取締役より必要な資料を入手したう

えで、報酬見積り額の算出根拠である監査項目の内容、監査時間等が適切であると

認め、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をしました。

③　非監査業務の内容

　該当事項はありません。

④　会計監査人の解任または不再任の決定の方針

　監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該

当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解

任します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集さ

れる株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告しま

す。

　また、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その

必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任また

は不再任に関する議案の内容を決定します。

⑤　会計監査人が受けた過去２年間の業務停止の内容

　該当事項はありません。

⑥　責任限定契約の内容の概要

　該当事項はありません。

⑦　補償契約の内容の概要等

　該当事項はありません。
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(5) 会社の支配に関する基本方針

　該当事項はありません。

(6) 剰余金の配当等の決定に関する方針

① 配当等についての基本的な方針

　当社は、新たな市場を開拓する企業においては、株主に対する利益還元

は、市場の拡大とともに当該企業が成長し、その結果としてもたらされる

時価総額の向上、及びこれに伴う当該企業の株価の上昇によるべきと考え

ています。

　現段階において、当社には、ＭＶＮＯ事業モデルの進化によるモバイル

通信サービス（ＭＶＮＯ／ＭＶＮＥ事業）の成長に加え、モバイル・ソリ

ューション（ＭＳＰ事業）のうちローカル携帯網による通信（ローカル

4G/5G）事業及びFPoS事業の推進によって、日本市場においても、グロー

バル市場においても、極めて大きな成長が見込まれます。そのため、事業

活動から生み出される利益は、極力再投資をし、的確に事業機会を捉えて

いくことが株主の期待に応えるものと認識しています。

　以上により、当社は、少なくとも現段階において、剰余金の配当を実施

する計画はありません。なお、自己株式の取得につきましては、企業環境

の変化に対応した機動的な資本政策を遂行するために必要であると取締役

会が判断した場合には、財務状況及び株価の動向等を踏まえて適切に実施

していく方針です。

　当社は、引き続き、新たな市場の開拓に邁進し、その結果としての時価

総額の向上を目指してまいります。

② 毎事業年度における配当の回数についての基本的な方針及び配当の決定

機関

　当社は定款において、「取締役会の決議によって、毎年９月30日を基準

日として中間配当をすることができる。」旨を定めており、中間配当金及

び期末配当金として年２回剰余金の配当をすることができる制度となって

います。

　剰余金の配当の決定機関は、期末配当金については株主総会、中間配当

金については取締役会です。ただし、定款に配当の制度があることが、配

当を行うことを意味するものではありませんので、ご留意ください。

　当社は「①　配当等についての基本的な方針」に記載のとおり、現段階

では配当を予定していません。

③ 当事業年度の配当決定にあたっての考え方

　当事業年度においては、「①　配当等についての基本的な方針」に基づ

き、配当は行いません。
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連結貸借対照表

（2026年３月31日現在）
（単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額

資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

商 品

貯 蔵 品

未 収 入 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

車 両 運 搬 具

工具、器具及び備品

リ ー ス 資 産

土 地

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

商 標 権

ソ フ ト ウ ェ ア

ソフトウェア仮勘定

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

長 期 貸 付 金

敷 金 保 証 金

そ の 他

繰 延 資 産

社 債 発 行 費
　

8,453

7,107

879

67

3

98

339

△41

3,454

532

67

12

335

23

59

33

2,243

3

448

1,790

679

190

300

87

100

87

87
　

流 動 負 債 2,443

買 掛 金 571

1年内償還予定の社債 852

未 払 金 283

未 払 法 人 税 等 160

前 受 収 益 97

預 り 金 309

そ の 他 167

固 定 負 債 4,909

社 債 4,862

長 期 未 払 金 6

長 期 前 受 収 益 14

リ ー ス 債 務 26

負 債 合 計 7,353

純 資 産 の 部

株 主 資 本 4,422

資 本 金 653

資 本 剰 余 金 261

利 益 剰 余 金 3,508

自 己 株 式 △2

その他の包括利益累計額 84

為 替 換 算 調 整 勘 定 84

新 株 予 約 権 114

非 支 配 株 主 持 分 21

純 資 産 合 計 4,642

資 産 合 計 11,995 負 債 純 資 産 合 計 11,995

連 結 貸 借 対 照 表

（注）　記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しています。
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連結損益計算書

（2025年４月１日から
2026年３月31日まで）

（単位：百万円）

科 目 金 額

売 上 高 11,633

売 上 原 価 7,219

売 上 総 利 益 4,414

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 3,280

営 業 利 益 1,134

営 業 外 収 益 32

受 取 利 息 10

持 分 法 に よ る 投 資 利 益 22

雑 収 入 0

営 業 外 費 用 48

支 払 利 息 1

社 債 利 息 29

社 債 発 行 費 償 却 4

為 替 差 損 10

支 払 手 数 料 0

雑 損 失 1

経 常 利 益 1,117

特 別 利 益 2

新 株 予 約 権 戻 入 益 2

特 別 損 失 258

減 損 損 失 215

投 資 有 価 証 券 評 価 損 42

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 861

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 209

当 期 純 利 益 652

非支配株主に帰属する当期純損失（△） △111

親会社株主に帰属する当期純利益 763

連 結 損 益 計 算 書

（注）　記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しています。
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貸借対照表

（2026年３月31日現在）
（単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額

資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

商 品

貯 蔵 品

未 収 入 金

前 払 費 用

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

車 両 運 搬 具

工具、器具及び備品

リ ー ス 資 産

土 地

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

商 標 権

ソ フ ト ウ ェ ア

ソフトウェア仮勘定

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

長 期 貸 付 金

敷 金 保 証 金

そ の 他

繰 延 資 産

社 債 発 行 費
　

8,158

6,715

839

51

3

312

179

68

△11

3,647

514

67

12

317

23

59

33

2,185

3

399

1,783

947

55

407

300

84

100

87

87
　

流 動 負 債 2,336

買 掛 金 562

短 期 借 入 金 37

1年内償還予定の社債 852

未 払 金 442

未 払 法 人 税 等 158

前 受 収 益 67

預 り 金 79

そ の 他 136

固 定 負 債 5,144

社 債 4,862

長 期 借 入 金 249

長 期 未 払 金 6

リ ー ス 債 務 26

負 債 合 計 7,481

純 資 産 の 部

株 主 資 本 4,298

資 本 金 653

資 本 剰 余 金 233

資 本 準 備 金 233

利 益 剰 余 金 3,413

そ の 他 利 益 剰 余 金 3,413

繰 越 利 益 剰 余 金 3,413

自 己 株 式 △2

新 株 予 約 権 114

純 資 産 合 計 4,412

資 産 合 計 11,893 負 債 純 資 産 合 計 11,893

貸　借　対　照　表

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しています。
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損益計算書

（2025年４月１日から
2026年３月31日まで）

（単位：百万円）

科 目 金 額

売 上 高 11,507

売 上 原 価 7,012

売 上 総 利 益 4,495

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 3,201

営 業 利 益 1,294

営 業 外 収 益 10

受 取 利 息 9

雑 収 入 0

営 業 外 費 用 47

支 払 利 息 2

社 債 利 息 29

社 債 発 行 費 償 却 4

為 替 差 損 9

支 払 手 数 料 0

雑 損 失 0

経 常 利 益 1,256

特 別 利 益 2

新 株 予 約 権 戻 入 益 2

特 別 損 失 656

関 係 会 社 株 式 評 価 損 613

投 資 有 価 証 券 評 価 損 42

税 引 前 当 期 純 利 益 602

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 208

当 期 純 利 益 394

損　益　計　算　書

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しています。
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連結計算書類に係る会計監査報告

指定社員
業務執行社員

公認会計士 塩　野　治　夫

指定社員
業務執行社員

公認会計士 坂　口　洋　二

独立監査人の監査報告書

2026年５月12日

日本通信株式会社

　取締役会　御中

城南監査法人

東京都渋谷区

　
監査意見

  当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、日本通信株式会社の2025年４月１

日から2026年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連

結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

  当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業

会計の基準に準拠して、日本通信株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算

書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているもの

と認める。

監査意見の根拠

  当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を

行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の

責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影

響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社及び連結子会

社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査

法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記

載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内

容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておら

ず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結計算書類に係る会計監査報告

－ 43 －



2026/05/19 21:28:19 / 25300743_日本通信株式会社_招集通知_電子提供措置用

連結計算書類に係る会計監査報告

連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過

程において、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との

間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の

記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した

場合には、その事実を報告することが求められている。

  その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して

連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚

偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制

を整備及び運用することが含まれる。

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作

成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企

業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開

示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の

執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又

は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書にお

いて独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又

は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思

決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程

を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ

スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断に

よる。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではな

いが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するた

めに、監査に関連する内部統制を検討する。
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連結計算書類に係る会計監査報告

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会

計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、ま

た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又

は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関す

る重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注

意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場

合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の

結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ

り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会

計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表

示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示してい

るかどうかを評価する。

・連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十

分かつ適切な監査証拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人

は、連結計算書類の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単

独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実

施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で

求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関

する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事

項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準

にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係

　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ

り記載すべき利害関係はない。

以　上
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計算書類に係る会計監査報告

指定社員
業務執行社員

公認会計士 塩 野 治 夫

指定社員
業務執行社員

公認会計士 坂 口 洋 二

独立監査人の監査報告書

2026年５月12日

日本通信株式会社

　取締役会　御中

城南監査法人

東京都渋谷区

　

監査意見

  当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、日本通信株式会社の2025年

４月１日から2026年３月31日までの第30期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損

益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類

等」という。）について監査を行った。

  当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会

計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点

において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を

行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響

度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社から独立してお

り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明

の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記

載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内

容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておら

ず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算書類に係る会計監査報告
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計算書類に係る会計監査報告

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程

において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に

重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載

内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した

場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して

計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽

表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整

備及び運用することが含まれる。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成す

ることが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会

計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示す

る責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の

執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は

誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書におい

て独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤

謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に

影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程

を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ

スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断に

よる。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない

が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するため

に、監査に関連する内部統制を検討する。
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計算書類に係る会計監査報告

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会

計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、

入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状

況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重

要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚

起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計

算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監

査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は

継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計

の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、

構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかど

うかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実

施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で

求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関

する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事

項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準

にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。

以　上
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監査役会の監査報告書

監　査　報　告　書

　当監査役会は、2025年４月１日から2026年３月31日までの第30期事業年度における取締役

の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書

を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

（１）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び

結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況に

ついて報告及び説明を受けました。

（２）各監査役は、監査役会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監

査部門その他の使用人、会計監査人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境

の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施いたしました。

一　取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状

況について報告及び説明を受け、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況

を調査いたしました。また、子会社についても、事業の報告及び説明を受けまし

た。

二　事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを

確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制の整備に関する

取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システ

ム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について報告及び

説明を受けました。

三　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及

び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告及び説明を

受けました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保する

ための体制」を「監査に関する品質管理基準」等に従って整備している旨の通知及

び説明を受けました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸

借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並び

に連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結

注記表）について検討いたしました。

監査役会の監査報告書
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監査役会の監査報告書

２．監査の結果

（１）事業報告等の監査結果

一　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示し

ているものと認めます。

二　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な

事実は認められません。

三　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、

当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行につい

ても、指摘すべき事項は認められません。

（２）計算書類及びその附属明細書の監査結果

　会計監査人 城南監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（３）連結計算書類の監査結果

　会計監査人 城南監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

監査役(常勤) 諫 山 　 親 ㊞

監 査 役 松 尾 　 清 ㊞

監 査 役 井 上 伸 一 ㊞

監 査 役 大 岸 　 聡 ㊞

2026年５月13日

日 本 通 信 株 式 会 社 　 監 査 役 会

（注）上記監査役は全員、会社法第２条第16号及び第335条

第３項に定める社外監査役であります。
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取締役選任議案

候補者
番号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略歴及び重要な兼職の状況並びに
当社取締役であるときの地位及び担当

所有する当社
の 株 式 の 数

１

ふ く だ 　 なおひさ
福 田 尚 久

( 1 9 6 2 年 ７ 月 2 1 日 生 )

【 再 任 】

1982年11月　前橋ランゲージアカデミー入社

1985年７月　㈱群馬データベースシステム設立

代表取締役社長就任

1986年３月　東京大学　文学部卒業

1992年６月　ダートマス大学経営大学院

（ＭＢＡ）修了

1992年７月　アンダーセンコンサルティング

（現　アクセンチュア）入社

1993年９月　アップルコンピュータ（現　

Apple Japan合同会社）入社

1997年11月　同社　事業推進本部長

1999年12月　同社　マーケティング本部長

2001年６月　アップルコンピュータ（現　アッ

プル）本社（米国）副社長就任

2002年４月　当社　上席執行役員就任

2004年６月　当社　取締役就任

2004年７月　当社　ＣＦＯ就任

2006年６月　当社　常務取締役就任

2010年３月　当社　代表取締役専務就任

2012年６月　当社　代表取締役副社長就任

2015年６月　当社　代表取締役社長就任

2018年11月　my FinTech㈱　代表取締役社長就

任

2021年４月　公立大学法人前橋工科大学

理事長（非常勤）就任

2022年10月　めぶくグラウンド㈱　社外取締役

就任（現任）

2024年４月　my FinTech㈱　代表取締役会長就

任

2025年６月　my FinTech㈱　代表取締役会長兼

社長就任（現任）

2025年６月　当社　代表取締役社長兼CEO就任

（現任）

（重要な兼職の状況）

my FinTech㈱　代表取締役会長兼社長

めぶくグラウンド㈱　社外取締役

677,000株

株主総会参考書類

第１号議案　取締役２名選任の件

　現任取締役のうち、福田尚久氏及び山田喜彦氏は本総会終結の時をもって任期
満了となります。つきましては、取締役２名の選任をお願いしたいと存じます。
　取締役候補者は、次のとおりです。
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取締役選任議案

取締役候補者とした理由

福田尚久氏は、世界有数のグローバル企業の経営に携わり、コンピュータ技術、マー

ケティング及び経営戦略に精通しています。福田氏は、2002年に執行役員として当社

に参画し、当社の創業者で当時代表取締役社長であった三田聖二氏の後継者として、

プロダクト部門の統括、ＣＦＯ及び常務取締役として幅広い経営経験を蓄積しまし

た。福田氏は、2015年６月に当社の代表取締役社長に就任し、翌2016年１月に策定し

た事業戦略に基づき、多くのパートナー各社との提携を実現させました。2018年以降

は、当社の今後の成長の礎となるFinTechプラットフォーム事業を構想し、前橋市の

官民連携会社であるめぶくグラウンド株式会社との連携等により、同事業の商用化を

強力に推進しています。また、2024年２月に株式会社ＮＴＴドコモと音声・ＳＭＳ網

の相互接続について合意し、2026年11月に同接続による新サービスの提供を開始する

ための準備を進めています。その実績及び能力を踏まえ、当社の取締役として引き続

き適任であると判断いたします。

候補者
番号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略歴及び重要な兼職の状況並びに
当社取締役であるときの地位及び担当

所有する当社
の 株 式 の 数

２

や ま だ 　 よしひこ
山 田 喜 彦

( 1 9 5 1 年 ５ 月 1 1 日 生 )

【 再 任 】

【社外取締役候補者】

1974年３月　慶應義塾大学　経済学部卒業

1974年４月　松下電器産業㈱（現　パナソニッ

クホールディングス㈱）入社

2003年４月　同社　ＰＡＶＣ社　副社長　シス

テム事業グループ長

2004年６月　同社　役員就任　北米本部長

アメリカ松下電器㈱　会長就任

2007年４月　松下電器産業㈱（現　パナソニッ

クホールディングス㈱）　常務役

員就任

2010年４月　同社　インダストリー営業担当

2010年６月　同社　常務取締役就任

2011年６月　同社　代表取締役専務就任

2012年１月　同社　デバイス担当

2013年４月　同社　オートモーティブ＆インダ

ストリアルシステムズ社　社長

2014年４月　同社　代表取締役副社長就任

海外戦略地域担当

2016年６月　同社　常勤顧問就任

2016年６月　当社　社外取締役就任（現任）

2017年11月　Tesla, Inc.（テスラ）　ギガフ

ァクトリー　バイスプレジデント

2019年11月　Gogoro Inc.（台湾）　社外取締

役就任

2022年４月　WOTA㈱　社外取締役就任（現任）

（重要な兼職の状況）

WOTA㈱　社外取締役

90,000株
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取締役選任議案

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

山田喜彦氏は、日本を代表する電気機器企業の経営者及び米国の自動車メーカーの幹

部として培った豊富な知識及び経験を備えています。同氏は、2016年６月に当社の社

外取締役に就任し、当社の意思決定の妥当性・適正性を確保し、業務執行を監督する

役割を果たしています。その実績及び能力を踏まえ、主にグローバル企業を経営する

立場から当社の意思決定の妥当性・適正性を確保し、業務執行を監督する役割を果た

していただけることが期待できるため、当社の社外取締役として引き続き適任である

と判断いたします。

（注）１．取締役候補者福田尚久氏と当社との間の利害関係について

（1）当社は、当社のFPoS事業を全国展開する出発点として前橋市で確立させること、

及び、当社の事業継続計画（BCP）の遂行を群馬県で開始することを目的とし

て、福田尚久氏に対し、同氏が前橋市または同市近郊で住宅を取得するための資

金として、金３億円を貸付期間15年、年利0.9％で貸し付けています。

（2）福田尚久氏は2018年11月から2024年４月までmy FinTech株式会社（当社が議決権

の74.4％を所有する子会社）の代表取締役社長、2024年４月から2025年６月まで

同社の代表取締役会長、2025年６月から現在に至るまで同社の代表取締役会長兼

社長であり、当社と同社の間には、当社が同社から前橋市の電子通貨システム

（めぶくPay）に関する業務を受託する取引、及び、当社が同社に当社の従業員

を出向させる取引等があります。

２．社外取締役候補者山田喜彦氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

３．「所有する当社の株式の数」は、2026年３月31日現在の所有株式数です。

４．当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険

契約を締結しており、当社取締役を含む被保険者がその地位に基づいて行った行為

（不作為を含みます）に起因して損害賠償を請求された場合（株主代表訴訟による

ものを含みます）の法律上の損害賠償金及び争訟費用が補償されます。ただし、被

保険者が違法に利益または便宜を得た場合、及び、犯罪行為、不正行為、詐欺行為

または法令、規則もしくは取締法規に違反することを認識しながら行った行為に起

因する場合は、免責事由に該当し、補償されません。各取締役候補者は、取締役に

選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となる予定です。また、当社

は、各取締役の任期中に当該保険契約の更新時期が到来した場合、同内容で更新す

る予定です。

５．社外取締役候補者山田喜彦氏について

（1）山田喜彦氏は現在当社の社外取締役であり、社外取締役としての在任期間は本総

会終結の時をもって10年となります。

（2）当社と山田喜彦氏は、会社法第427条第１項及び当社定款の規定に基づき、同法

第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しています。当該契約に基

づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額と

しています。当社は、同氏の再任後、当該契約を継続する予定です。

（3）当社は、山田喜彦氏を東京証券取引所が定める独立役員として届け出ています。

当社は、引き続き同氏を独立役員として届け出る予定です。
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監査役選任議案

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略歴及び重要な兼職の状況並びに
当社監査役であるときの地位

所有する当社
の 株 式 の 数

いのうえ　しんいち
井 上 伸 一

( 1 9 4 8 年 9月 2 5日生 )

【 再 任 】

【社外監査役候補者】

1970年11月　全日本空輸㈱（現　ＡＮＡホールディングス

㈱）入社

1995年６月　同社　運航本部運航サポート室運航企画部長

2001年４月　同社　運航本部業務推進室人材開発部長

2002年７月　同社　運航本部乗員室長

2003年７月　同社　運航本部副本部長

2005年４月　同社　執行役員就任　運航本部副本部長兼運

航訓練室長

2006年４月　同社　執行役員就任　運航本部副本部長

2007年４月　同社　上席執行役員就任　運航本部副本部長

2008年４月　同社　上席執行役員就任　運航本部長

2008年６月　同社　取締役執行役員就任　運航本部長

2009年４月　同社　常務取締役執行役員就任　運航本部長

2010年６月　同社　常勤監査役就任

2014年６月　（公社）日本航空機操縦士協会　副会長就任

2016年６月　（一社）原子力安全推進協会　理事就任

2018年６月　（公社）日本航空機操縦士協会

会長就任

2018年６月　当社　社外監査役就任（現任）

2019年４月　学校法人東京理科大学　監事就任

2021年11月　学校法人東京理科大学　監事就任

10,000株

社外監査役候補者とした理由

井上伸一氏は、航空業界の経営者及び常勤監査役として培った豊富な知識及び経験を備えてい

ます。同氏は、2018年６月に当社の社外監査役に就任し、その幅広い見識に基づく有益かつ有

効な監査を行い、当社の意思決定の適法性・妥当性を確保する役割を果たしています。そのた

め、当社の社外監査役として引き続き適任であると判断いたします。

第２号議案　監査役１名選任の件

　現任監査役のうち、井上伸一氏は本総会終結の時をもって任期満了となりま

す。つきましては、監査役１名の選任をお願いしたいと存じます。

　本議案に関しましては、監査役会の同意を得ています。

　監査役候補者は、次のとおりです。

（注）１．監査役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

２．「所有する当社の株式の数」は、2026年３月31日現在の所有株式数です。

３．当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険
契約を締結しており、当社監査役を含む被保険者がその地位に基づいて行った行為
（不作為を含みます）に起因して損害賠償を請求された場合（株主代表訴訟による
ものを含みます）の法律上の損害賠償金及び争訟費用が補償されます。ただし、被
保険者が違法に利益または便宜を得た場合、及び、犯罪行為、不正行為、詐欺行為
または法令、規則もしくは取締法規に違反することを認識しながら行った行為に起
因する場合は、免責事由に該当し、補償されません。監査役候補者は、監査役に選
任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となる予定です。また、当社は、
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監査役選任議案

監査役の任期中に当該保険契約の更新時期が到来した場合、同内容で更新する予定
です。

４．井上伸一氏は現在当社の社外監査役であり、社外監査役としての在任期間は本総会
終結の時をもって８年となります。

５．当社と井上伸一氏は、会社法第427条第１項及び定款の規定に基づき、同法第423条
第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しています。当該契約に基づく損害賠
償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額としています。当
社は、同氏の再任後、当該契約を継続する予定です。

６．当社は、井上伸一氏を東京証券取引所が定める独立役員として届け出ています。当
社は、引き続き同氏を独立役員として届け出る予定です。

以上
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地図

株主総会会場ご案内図

会場　　東京都港区麻布台二丁目１番２号

東京アメリカンクラブ　地下２階

ルーム名：Manhattan（マンハッタン）

Ｎ

至 三田

至 虎ノ門

ロシア連邦大使館ロシア連邦大使館

外苑東通り

至 六本木

東京
アメリカンクラブ
東京
アメリカンクラブ

セブンイレブンセブンイレブン

ローソン麻布台ヒルズ
森JPタワー

麻布台ヒルズ
レジデンス

麻布台ヒルズ
ガーデンプラザ

正面入口
至 三田

桜
田
通
り

至 虎ノ門

飯倉

東京タワー東京タワー

麻布台一丁目

交番

NOAビル

セブンイレブン

ピザ屋

オランダヒルズ
森タワー

麻布台
パーク
ハウス

外務省
飯倉公館

麻布台
パーク
ハウス

外務省
飯倉公館

八幡神社

神谷町駅　出口２神谷町駅　出口２

神谷町駅　出口５

歩道橋

東京メトロ日比谷線　神谷町駅
飯倉方面改札（２番出口または５番出口（注））から徒歩15分（上り坂）

＊上記の出口から桜田通りに出て右方向に進み、緩やかな上り坂を10分ほど
歩くと飯倉交差点があります。交差点の横断歩道をNOAビル方面に渡り、
向かって右手の急な上り坂を進み、最初の角を左に曲がり、直進してくだ
さい。

＊駐車場・駐輪場のご用意はありませんので、ご了承ください。

（注）２番出口は階段のみです（桜田通りに面しています）。
５番出口は階段・エスカレーター・エレベーターがあります（麻布台
ヒルズ内から桜田通りに出ていただきます）。
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